
令和３年度鴻巣市結婚新生活支援補助金交付要綱  

 

 （趣旨）  

第１条 この告示は、本市に転入し、又は市内で転居した低所得者の世帯

の婚姻に伴う新生活の費用を支援することにより、地域における少子化

対策を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な

事項を定めるものとする。  

２ 前項の補助金の交付に関しては、鴻巣市補助金等の交付に関する規則

（昭和５４年鴻巣市規則第４号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか、この告示の定めるところによる。  

 （定義）  

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

⑴   新婚世帯 令和３年１月１日から令和４年２月２８日までの期間

（以下「対象期間」という。）に婚姻届を提出し、受理された日に

おいて夫婦のいずれもが３９歳以下である世帯をいう。  

⑵ 住居費 対象期間において、婚姻を機に新たに住宅を取得した費用

又は賃借するために要した費用（賃借に係る賃料、敷金、礼金、共益

費及び仲介手数料）をいう。  

⑶ 引越費用 対象期間において、引越業者又は運送業者へ支払う引越

しに要する費用をいう。  

 （補助対象世帯）  

第３条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいず

れにも該当する世帯とする。  

⑴ 対象期間において、新婚世帯が市内に居住し、住民基本台帳法（昭

和４２年法律第８１号）の規定による住民登録をしていること。  

⑵  令和３年度（４月から６月までの申請にあっては令和２年度）の所

得証明書又は非課税証明書をもとに、夫婦の所得を合算した額 が  

４，０００，０００円未満であること。ただし、次の場合にあっては、

それぞれの計算方法により算出した額とする。  



ア 令和２年１月１日（４月から６月までの申請の場合は平成３１年

１月１日）から申請時までの間において、夫婦の双方又は一方が離

職し、無職の場合 離職した者については、所得がないものとみな

して、夫婦の所得を算出した額  

イ 貸与型奨学金（公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活の

ために貸与された資金をいう。）の返済を現に行っている場合   夫

婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額  

 ⑶  新婚世帯の夫婦の双方又は一方が県又は市が指定するライフデザイ

ンに関する講座等を受講すること。  

⑷ 市税の滞納がないこと。  

⑸ 生活保護による住宅扶助を受けていないこと。  

⑹ 過去に、内閣府が定める地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に

規定する結婚新生活支援事業として都道府県又は市区町村が交付する

補助金の交付を受けていないこと。  

⑺  新婚世帯に鴻巣市暴力団排除条例（平成２４年鴻巣市条例第２９

号）第２条第２号に規定する暴力団員を含まないこと。  

 （補助対象費用）  

第４条 補助の対象となる費用は、対象期間の住居費と引越費用を合算し

た額とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当

該住宅手当分を控除した額とする。  

 （補助金の額）  

第５条 １世帯当たりの補助金の上限額は、次に掲げる額とする。ただし、

補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

た額とする。  

 ⑴  夫婦のうち、婚姻日における年齢の高い者が２９歳以下の新婚世帯  

６０万円  

 ⑵  夫婦のうち、婚姻日における年齢の高い者が３０歳以上３９歳以下

の新婚世帯 ３０万円  

 （補助金の交付申請）  

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、



鴻巣市結婚新生活支援補助金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」

という。）に次の各号に掲げる書類又はその写しを添えて、令和３年４

月１日から令和４年２月２８日までの期間に市長に提出しなければなら

ない。ただし、第４号から第９号までに掲げる書類について、当該書類

に係る事実がない場合は、その添付を省略することができる。  

⑴ 戸籍謄本（申請日において戸籍謄本を発行することができない場合

は、婚姻届受理証明書）  

⑵ 住民票の写し  

⑶ 所得証明書又は非課税証明書  

⑷ 貸与型奨学金の返還額が分かる書類  

⑸ 離職証明等  

⑹ 住宅の売買契約書  

⑺ 住宅の賃貸借契約書及び賃料、共益費、仲介手数料に係る支払いが

分かる領収書等  

⑻ 住宅手当支給証明書（様式第２号）  

⑼ 引越費用に係る領収書  

⑽ 市税の滞納がないことを証明する書類  

⑾ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

鴻巣市結婚新生活支援補助金交付決定・却下通知書（様式第３号）によ

り、申請者に通知するものとする。  

３ 申請者は、第１項各号に掲げる書類に不備があった場合は、令和４年

３月１０日までに当該書類を提出しなければならない。  

 （申請事項の変更）  

第７条 前条第２項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交

付決定者」という。）は、その申請事項について変更が生じた場合は、

速やかに鴻巣市結婚新生活支援補助金変更交付申請書（様式第４号）に、

同条第１項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類又はその写し

を添えて市長に提出しなければならない。  

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、



適当であると認めるときは、鴻巣市結婚新生活支援補助金変更交付決定

通知書（様式第５号）により交付決定者に通知するものとする。  

 （補助金の請求及び交付）  

第８条 交付決定者は、第６条第２項又は前条第２項の通知書を受けた場

合は、鴻巣市結婚新生活支援補助金交付請求書（様式第６号）を市長に

提出しなければならない。  

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交

付するものとする。  

 （交付決定の取消し）  

第９条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、鴻巣市結

婚新生活補助金交付決定取消通知書（様式第７号）により補助金の交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。  

⑵ 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。  

⑶ その他この告示に違反する行為があったとき。  

 （補助金の返還）  

第１０条 市長は、第７条第２項の規定により補助金の交付決定を変更し

た場合及び前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合におい

て、既に補助金が交付されているときは、鴻巣市結婚新生活支援補助金

返還請求書（様式第８号）により当該補助金の全部又は一部を返還させ

るものとする。  

 （報告等）  

第１１条 市長は、補助金を交付する前又は交付した後にかかわらず、必

要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出

（以下「報告等」という。）を求めることができる。  

２ 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなけ

ればならない。  

 （関連書類の整備）  

第１２条 交付決定者は、補助対象費用を明らかにした書類、帳簿等を整

備しておかなければならない。  



２ 前項に規定する書類、帳簿等は、当該補助金の交付決定の日の属する

年度の翌年度から５年間保存しなければならない。  

 （その他）  

第１３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。  

   附  則  

 （施行期日）  

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。  

 （この告示の失効）  

２ この告示は、令和４年３月１０日限り、その効力を失う。  

 （失効に伴う経過措置）  

３ 前項に規定する日までに行われた第６条第１項の規定による補助金の

交付申請に係る第６条第２項から第１２条までの規定の適用については、

前項の規定にかかわらず同日後も、なお効力を有する。  

 

 


